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特
別
記
事

小
島
和
貴
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　

小
島
和
貴
君
よ
り
提
出
さ
れ
た
博
士
学
位
請
求
論
文
「
近
代
日
本

の
衛
生
行
政
構
想
と
内
務
省
の
衛
生
行
政
―
長
与
専
斎
初
代
内
務
省

衛
生
局
長
の
構
想
を
手
が
か
り
と
し
て
―
」
は
、
近
代
日
本
の
衛
生

行
政
の
原
型
を
構
築
し
黎
明
期
の
医
療
・
衛
生
行
政
の
発
展
に
大
き

く
貢
献
し
た
長
与
専
斎
の
構
想
と
そ
の
具
体
化
の
過
程
を
明
ら
か
に

し
た
意
欲
的
な
研
究
論
文
で
あ
る
。

　

す
で
に
長
与
に
つ
い
て
は
評
伝
や
日
本
医
史
学
会
等
に
お
け
る
多

く
の
先
行
研
究
が
存
在
す
る
が
、
本
論
文
に
お
い
て
、
小
島
君
は
主

に
長
与
が
初
代
内
務
省
衛
生
局
長
と
し
て
活
動
し
た
一
六
年
余
に
わ

た
る
在
任
中
を
対
象
に
、
い
か
に
海
外
の
衛
生
制
度
に
学
び
つ
つ
、

自
ら
の
構
想
を
内
務
省
の
衛
生
行
政
と
し
て
具
体
的
に
実
施
し
て

い
っ
た
か
を
実
証
的
に
分
析
し
、
体
系
的
に
ま
と
め
て
い
る
。

一
　
論
文
の
構
成

　

本
論
文
の
構
成
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

は
し
が
き

第
一
部　

医
学
等
学
術
の
「
政
務
的
運
用
」
論
の
展
開

第
一
章　

�

長
与
専
斎
と
衛
生
行
政
―
医
学
等
学
術
の
「
政
務
的

運
用
」
の
視
座
―

一　

は
じ
め
に

二　

長
与
専
斎
の
西
欧
諸
国
に
お
け
る
調
査

三　

岩
倉
遣
外
使
節
団
よ
り
帰
国
後
の
長
与
専
斎

四　

衛
生
事
務
の
内
務
省
へ
の
移
管
と
長
与
専
斎

五　

�

医
学
等
学
術
の
「
政
務
的
運
用
」
論
と
「
衛
生
事
務
拡

張
」
論

六　

医
学
等
学
術
の
「
政
務
的
運
用
」
論
と
後
藤
新
平

（
一
）　
「
生
理
的
円
満
」
と
「
衛
生
法
」

（
二
）　
「
衛
生
制
度
」

七　

医
学
等
学
術
の
「
政
務
的
運
用
」
論
と
内
務
省
の
方
針

八　

お
わ
り
に
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第
二
章　

�

医
学
等
学
術
の
「
政
務
的
運
用
」
論
の
具
体
化
と
内

務
省
衛
生
行
政
の
再
編
に
向
け
た
取
り
組
み

一　

は
じ
め
に

二　
�

中
央
衛
生
会
及
び
地
方
衛
生
会
の
設
置
と
伝
染
病
予
防

規
則
の
制
定

三　

府
県
衛
生
課
及
び
町
村
衛
生
委
員
の
設
置

四　

�

医
学
等
学
術
の
「
政
務
的
運
用
」
と
伝
染
病
予
防
及
消

毒
心
得
書
（
明
治
二
三
年
の
「
心
得
書
」）

五　

後
藤
新
平
と
伝
染
病
予
防
法
の
制
定

六　

内
務
省
衛
生
事
務
の
所
管
と
調
整

（
一
）　

内
務
省
衛
生
局
と
「
健
康
保
護
」
事
業

（
二
）　

衛
生
局
と
警
保
局

（
三
）　

衛
生
事
務
を
め
ぐ
る
関
係
者
た
ち

七　

お
わ
り
に

第
三
章　

�

医
学
等
学
術
の
「
政
務
的
運
用
」
論
の
具
体
化
と
地

方
衛
生
行
政
の
再
編
に
向
け
た
取
り
組
み

一　

は
じ
め
に

二　

内
務
省
諮
問
会
開
催
の
経
緯

三　

内
務
省
諮
問
会
と
地
方
衛
生
行
政

四　

内
務
省
諮
問
会
と
府
県
連
合
衛
生
会
の
開
催

（
一
）　

開
催
の
経
緯

（
二
）　

第
一
回
府
県
連
合
衛
生
会
の
開
催
と
そ
の
意
義

五　

�

明
治
二
六
年
地
方
官
官
制
の
公
布
と
医
学
等
学
術
の

「
政
務
的
運
用
」
論
の
動
向

六　

�

医
学
等
学
術
の
「
政
務
的
運
用
」
の
推
進
と
地
方
行
政

と
の
連
携

（
一
）　

住
民
及
び
吏
員
の
意
識

（
二
）　

地
方
衛
生
費

七　

お
わ
り
に

第
二
部　
「
官
」
と
「
民
」
の
協
調
論
の
推
進

第
四
章　
「
官
」
と
「
民
」
の
協
調
論
の
提
唱

一　

は
じ
め
に

二　

�

虎
列
刺
病
予
防
法
心
得
書
（
明
治
一
〇
年
の
「
心
得

書
」）

三　

伝
染
病
予
防
法
心
得
書
（
明
治
一
三
年
の
「
心
得
書
」）

四　

大
日
本
私
立
衛
生
会
の
創
設
と
住
民
と
の
連
携

五　
�

虎
列
刺
病
予
防
消
毒
心
得
書
（
明
治
一
九
年
の
「
心
得

書
」）

六　

�
伝
染
病
予
防
及
消
毒
心
得
書
（
明
治
二
三
年
の
「
心
得



特 別 記 事

135

書
」）

七　

お
わ
り
に

第
五
章　

�「
官
」
と
「
民
」
の
協
調
論
の
具
体
化
―
「
衛
生
工

事
」
を
事
例
と
し
て
―

一　

は
じ
め
に

二　

医
学
等
学
術
の
「
政
務
的
運
用
」
と
「
衛
生
工
事
」

三　

水
道
条
例
の
制
定
と
「
官
」
と
「
民
」
の
協
調
論

四　
「
富
ノ
発
達
」
の
保
護
と
「
文
明
ノ
市
街
」
の
建
設

五　

お
わ
り
に

む
す
び

初
出
一
覧

参
考
文
献

二
　
論
文
の
内
容

　

本
論
文
は
全
体
と
し
て
二
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
第
一
部
に
お

い
て
は
、
長
与
が
欧
米
諸
国
を
歴
訪
し
現
地
で
の
調
査
を
通
じ
て
着

目
し
た
医
学
等
学
術
の
「
政
務
的
運
用
」
に
よ
り
住
民
の
「
健
康
保

護
」
の
進
展
に
つ
な
げ
よ
う
と
す
る
構
想
を
明
ら
か
に
し
、
同
構
想

が
内
務
省
の
衛
生
行
政
と
し
て
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
た
か
が
分

析
さ
れ
て
い
る
。
後
半
の
第
二
部
に
お
い
て
は
、
長
与
が
医
学
等
学

術
の
「
政
務
的
運
用
」
の
推
進
に
あ
た
り
、
市
町
村
の
吏
員
や
警
察

官
、
医
師
な
ど
「
官
」
の
側
と
健
康
問
題
を
か
か
え
る
「
民
」
の
側

が
相
互
に
協
調
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
提
唱
し
、
か
か
る
構
想
が

「
衛
生
工
事
」
の
進
展
の
過
程
で
具
体
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
解

明
さ
れ
て
い
る
。

　

第
一
部
第
一
章
で
は
、
初
代
の
内
務
省
衛
生
局
長
に
就
任
し
た
長

与
は
、
欧
米
に
お
け
る
調
査
を
踏
ま
え
て
、
近
代
衛
生
行
政
の
特
質

を
「
医
学
に
資
り
、
理
化
工
学
気
象
統
計
等
の
諸
科
を
包
容
」
し
、

こ
れ
ら
の
知
見
を
「
政
務
的
に
運
用
」
す
る
点
に
認
め
、
長
与
自
身

も
医
師
と
し
て
そ
う
し
た
衛
生
行
政
の
推
進
に
尽
力
す
る
決
意
を
固

め
て
ゆ
く
経
緯
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
海
外
で
の
調
査
を
終
え
て
帰

国
し
た
長
与
は
、
医
療
憲
法
と
も
い
う
べ
き
「
医
制
」
の
制
定
に
携

わ
り
、
医
学
知
識
の
「
政
務
的
運
用
」
を
推
進
す
る
「
医
務
取
締
」

の
設
置
を
条
文
に
明
記
し
た
。

　

医
療
・
衛
生
の
基
本
法
た
る
「
医
制
」
が
制
定
さ
れ
、
衛
生
事
務

が
文
部
省
よ
り
内
務
省
に
移
管
さ
れ
る
と
、
内
務
省
に
衛
生
局
が
設

置
さ
れ
て
長
与
が
初
代
の
局
長
に
就
任
し
た
。
着
任
ま
も
な
い
長
与

は
明
治
九
年
、
万
国
医
学
会
に
出
席
の
た
め
渡
米
し
た
。
学
会
出
席

と
米
国
で
の
視
察
を
終
え
て
帰
国
し
た
長
与
は
、
そ
の
成
果
を
「
衛

生
意
見
」
に
ま
と
め
大
久
保
利
通
内
務
卿
に
提
出
し
た
。
長
与
は
同

意
見
書
に
お
い
て
、「
衛
生
取
締
」
の
よ
う
な
医
学
等
学
術
に
秀
で
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た
担
当
官
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
。
長
与
は
西
洋
医
学
に
通
暁
す
る

吏
員
に
よ
り
「
健
康
保
護
」
事
業
を
推
進
す
る
構
想
を
提
示
し
た
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
長
与
の
構
想
は
、
明
治
一
〇
年
以
降
世
界
中
で

パ
ン
デ
ミ
ー
を
起
こ
し
日
本
で
も
大
流
行
し
た
コ
レ
ラ
へ
の
対
策
と

し
て
具
体
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

第
二
章
で
は
、
コ
レ
ラ
の
感
染
拡
大
に
伴
う
甚
大
な
被
害
を
受
け
、

中
央
衛
生
会
や
地
方
衛
生
会
、
府
県
衛
生
課
等
の
新
た
な
行
政
機
関

が
新
設
さ
れ
る
な
ど
政
府
の
対
応
策
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
長
与
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
地
方
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
「
衛
生
ノ
大
意
ニ
通

ス
ル
者
」
が
必
要
と
さ
れ
た
。「
衛
生
ノ
事
タ
ル
専
攻
ノ
学
術
ニ
基

キ
尋
常
刀
筆
吏
ノ
得
テ
計
画
ス
ヘ
キ
ニ
非
ラ
ス
必
ス
医
学
衛
生
学
ノ

大
意
ヲ
会
得
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
始
メ
テ
緩
急
事
ニ
応
ス
ル
ヲ
得
ヘ

シ
」
と
の
中
央
衛
生
会
の
立
場
は
、
医
学
や
衛
生
学
等
の
学
術
に
基

づ
い
た
衛
生
行
政
を
構
想
す
る
長
与
の
方
針
と
も
符
合
し
て
い
た
と

い
え
よ
う
。
一
方
で
、
長
与
が
苦
心
し
た
の
は
「
健
康
保
護
」
事
業

の
も
う
一
つ
の
担
い
手
で
あ
る
警
察
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。

　

小
島
君
は
、
長
与
が
自
伝
の
中
で
「
警
察
一
手
も
ち
」
の
衛
生
行

政
の
実
態
を
「
十
九
年
の
頓
挫
」
と
指
摘
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、

「
健
康
保
護
」
事
業
か
ら
警
察
を
排
除
し
よ
う
と
の
意
図
は
持
ち
合

わ
せ
て
い
な
か
っ
た
と
断
じ
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、
明
治
二
三
年

に
新
た
に
出
さ
れ
た
「
心
得
書
」
に
よ
り
、
医
師
や
地
方
衛
生
吏
員

の
役
割
が
評
価
さ
れ
、
地
方
行
政
と
警
察
行
政
を
通
じ
た
医
学
等
学

術
の
「
政
務
的
運
用
」
と
い
う
長
与
の
構
想
は
具
体
化
さ
れ
て
い
っ

た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
長
与
の
構
想
は
、
後
継
者
で
あ
る
後
藤
に
よ

り
引
き
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。

　

つ
づ
く
第
三
章
で
は
、
衛
生
行
政
と
地
方
行
政
と
の
連
携
が
重
要

で
あ
る
と
す
る
長
与
の
構
想
と
そ
の
具
体
化
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て

い
る
。
第
二
章
で
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、
地
方
に
も
医
学
や
衛
生
学

に
通
じ
た
吏
員
を
擁
す
る
地
方
衛
生
機
関
が
設
置
さ
れ
た
が
、
地
方

の
抱
え
る
課
題
が
浮
き
彫
り
に
な
る
な
ど
依
然
と
し
て
そ
の
水
準
は

十
分
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
中
央
・
地
方
間
の
対
話
の
場
を

設
け
、
内
務
省
の
方
針
や
衛
生
知
識
が
地
方
に
浸
透
す
る
よ
う
明
治

一
六
年
、
内
務
省
衛
生
事
務
諮
問
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
成
果
と
し
て
、
郡
区
衛
生
担
当
書
記
や
衛
生
委
員
の
見
直
し
、

府
県
連
合
衛
生
会
の
実
現
な
ど
、
地
方
衛
生
行
政
の
進
展
に
資
す
る

取
り
組
み
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
試
み
も
十
分

と
は
い
え
ず
、
市
町
村
の
衛
生
担
当
吏
員
や
住
民
の
衛
生
行
政
に
対

す
る
理
解
の
不
足
、
ま
た
地
方
衛
生
行
政
を
進
め
る
た
め
の
費
用
負

担
の
問
題
な
ど
が
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
後
者
に

つ
い
て
は
、
地
方
衛
生
費
の
確
保
を
容
易
に
す
る
た
め
「
勅
令
第
十

四
号
」
が
出
さ
れ
た
が
、
さ
ら
に
衛
生
費
の
運
用
を
め
ぐ
り
内
務
省

衛
生
局
と
地
方
庁
と
の
相
互
理
解
が
求
め
ら
れ
た
。
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「
官
」
と
「
民
」
の
協
調
論
の
推
進
に
つ
い
て
論
じ
た
第
二
部
第

四
章
に
お
い
て
は
、
ま
ず
明
治
一
〇
年
の
「
心
得
書
」
に
基
づ
く
伝

染
病
対
策
の
経
験
を
踏
ま
え
て
大
日
本
私
立
衛
生
会
が
設
立
さ
れ
た

経
緯
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
衛
生
行
政
の
警
察
化
を
経

験
し
た
長
与
は
、
明
治
一
三
年
の
「
心
得
書
」
が
明
治
二
三
年
に
改

正
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
明
治
一
〇
年
の
「
心
得
書
」
に
始
ま
る

コ
レ
ラ
予
防
の
「
心
得
書
」
に
注
目
し
、
改
正
さ
れ
た
伝
染
病
予
防

心
得
書
と
従
来
の
「
心
得
書
」
を
比
較
、
検
討
す
る
た
め
、「
予
防

心
得
書
の
沿
革
」
を
論
じ
た
。
小
島
君
は
こ
れ
を
わ
か
り
や
す
く
一

覧
表
に
ま
と
め
、
時
系
列
的
に
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

コ
レ
ラ
の
流
行
に
関
す
る
情
報
を
清
国
か
ら
得
た
内
務
省
衛
生
局

は
、
対
応
が
後
手
後
手
に
回
っ
た
反
省
も
含
め
て
明
治
一
〇
年
八
月
、

虎
列
刺
病
予
防
法
心
得
を
公
達
し
た
。
西
南
戦
争
の
凱
旋
兵
に
よ
り

コ
レ
ラ
菌
は
思
い
の
ほ
か
広
範
囲
に
拡
散
し
た
の
で
あ
る
。
長
与
は

余
り
の
惨
劇
に
狼
狽
し
つ
つ
も
、「
官
」
と
「
民
」
の
関
係
に
は
殊

の
ほ
か
注
意
を
払
っ
た
。
し
か
し
、
事
態
は
さ
ら
に
深
刻
化
し
た
。

再
び
明
治
一
二
年
、
コ
レ
ラ
は
容
赦
な
く
蔓
延
し
、
多
く
の
死
者
を

出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
翌
年
に
は
、
伝
染
病
予
防
法
心
得
書

（
明
治
一
三
年
の
「
心
得
書
」）
が
作
成
さ
れ
た
。
長
与
は
こ
の
「
心

得
書
」
に
、
清
潔
法
、
摂
生
法
、
隔
離
法
、
消
毒
法
の
四
項
目
を
盛

り
込
ん
だ
。
そ
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
警
察
官
、
郡
吏
、
町
村
吏
、

衛
生
委
員
ら
が
総
が
か
り
で
予
防
消
毒
法
を
施
行
し
た
。
か
か
る
事

態
を
注
意
深
く
観
察
し
た
長
与
は
住
民
自
身
の
自
覚
の
不
足
を
見
抜

き
、
啓
蒙
の
必
要
性
を
強
く
感
じ
て
い
た
。
佐
野
常
民
が
初
代
の
会

長
を
務
め
た
大
日
本
私
立
衛
生
会
も
同
様
に
、「
各
人
日
常
」
の

「
注
意
」
を
喚
起
し
て
い
た
。
長
与
は
こ
れ
に
呼
応
す
る
に
と
ど
ま

ら
ず
、
一
歩
進
め
て
「
各
自
衛
生
」
の
限
界
を
認
め
「
衛
生
法
」
の

重
要
性
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
長
与
の
い
う
「
官
」
と

「
民
」
の
協
調
へ
と
進
展
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
長
与
は
こ
う
し

た
相
互
の
協
調
関
係
を
具
体
化
す
る
上
で
、
と
り
わ
け
衛
生
組
合
の

役
割
を
重
視
し
た
。

　

第
五
章
に
お
い
て
は
、
長
与
が
「
官
」
と
「
民
」
の
協
調
論
の
具

体
化
を
「
衛
生
工
事
」
の
進
展
過
程
に
見
出
し
て
ゆ
く
様
が
描
き
出

さ
れ
て
い
る
。
長
与
は
コ
レ
ラ
対
策
に
奔
走
し
な
が
ら
、
コ
レ
ラ
の

被
害
が
拡
大
す
る
原
因
と
し
て
、
と
り
わ
け
コ
レ
ラ
菌
に
汚
染
さ
れ

た
井
戸
や
厠
の
水
を
め
ぐ
る
問
題
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
住

民
の
多
く
が
汚
染
さ
れ
た
井
戸
水
等
を
介
し
て
コ
レ
ラ
に
感
染
し
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
長
与
は
、「
土
地
の
清
潔
」
や
「
上
下

水
の
引
用
排
除
」
を
実
現
す
る
こ
と
に
し
だ
い
に
傾
注
し
て
い
っ
た
。

　

す
で
に
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
長
与
が
上
下
水
道
の
整
備
に
関

与
し
た
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
「
衛
生
工
事
」
と

長
与
の
衛
生
行
政
構
想
の
関
連
性
に
つ
い
て
十
分
な
検
証
が
な
さ
れ
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て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
小
島
君
は
、
長
与
に
よ
る
「
官
」

と
「
民
」
の
協
調
の
視
点
か
ら
、
内
務
省
の
衛
生
行
政
、
と
り
わ
け

長
与
が
衛
生
行
政
の
「
本
体
基
本
」
と
位
置
づ
け
た
「
衛
生
工
事
」

が
進
展
す
る
中
で
い
か
に
長
与
の
構
想
が
具
体
化
さ
れ
て
い
っ
た
か

を
明
ら
か
に
し
た
。
長
与
は
こ
の
「
衛
生
工
事
」
を
「
最
上
良
法
」

と
し
、
医
学
等
学
術
の
「
政
務
的
運
用
」
の
一
環
と
位
置
づ
け
、
こ

れ
を
精
力
的
に
推
進
し
た
。
そ
れ
は
神
田
下
水
や
東
京
の
水
道
整
備
、

水
道
条
例
へ
と
結
実
し
て
い
っ
た
。
同
事
業
を
進
め
る
上
で
、
長
与

の
提
唱
す
る
「
官
」
と
「
民
」
の
協
調
の
重
要
性
が
さ
ら
に
明
ら
か

に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
長
与
は
水
道
条
例
の
制
定
を
い
わ
ば
花
道
と

し
て
内
務
省
衛
生
局
長
の
職
を
退
い
た
。
そ
の
後
も
長
与
は
「
衛
生

工
事
」
の
重
要
性
を
説
き
、
全
国
を
行
脚
し
た
。
こ
こ
に
長
与
の
構

想
の
具
体
化
を
は
っ
き
り
と
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三
　
論
文
の
評
価

　

長
与
専
斎
の
医
史
学
上
に
お
け
る
輝
か
し
い
業
績
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
様
々
な
視
角
か
ら
多
く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
こ

れ
ら
長
与
に
関
す
る
研
究
は
、
主
と
し
て
医
史
学
や
日
本
史
学
な
ど

様
々
な
研
究
領
域
に
お
い
て
精
力
的
に
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
行
政

史
や
政
策
史
の
分
野
に
お
い
て
は
本
格
的
な
研
究
が
必
ず
し
も
十
分

で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
研
究
状
況
に
あ
っ
て
、
小
島
君
は
お
よ

そ
二
〇
年
以
上
に
わ
た
る
地
道
な
研
究
を
通
じ
て
、
医
療
・
衛
生
行

政
史
の
視
点
か
ら
実
証
的
な
研
究
を
進
め
、
こ
れ
を
体
系
的
に
ま
と

め
た
研
究
成
果
が
こ
の
学
位
論
文
で
あ
る
。
以
下
、
本
論
文
の
評
価

を
具
体
的
に
記
す
こ
と
に
し
た
い
。

　

第
一
に
、
本
論
文
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
貫
し
て
長
与
の
用
い

た
「
医
学
等
学
術
の
『
政
務
的
運
用
』」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ

い
て
追
究
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
長
与
は
技
術
官
僚
と
し
て
「
医

学
等
学
術
」
の
知
見
を
実
際
の
政
策
の
立
案
、
決
定
、
実
施
の
過
程

に
で
き
る
だ
け
効
果
的
に
反
映
し
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
た
考
え
方

は
、
長
与
が
欧
米
諸
国
で
の
調
査
を
通
じ
て
習
得
し
た
こ
と
が
具
体

的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
長
与
は
そ
の
成
果
を
住
民
の
「
健

康
保
護
」
に
つ
な
げ
よ
う
と
す
る
構
想
に
つ
い
て
、
明
確
な
理
解
が

示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
医
学
等
学
術
の
「
政
務
的
運
用
」
を

効
果
的
に
進
め
る
た
め
に
は
、
市
町
村
吏
員
や
警
察
官
、
医
師
な
ど

「
官
」
の
側
と
、
健
康
問
題
に
直
面
す
る
「
民
」
の
側
と
の
相
互
協

調
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
ま
で
研
究
で
は
警
察
の

行
き
過
ぎ
を
批
判
す
る
あ
ま
り
、
長
与
の
評
価
や
、
衛
生
行
政
の
現

実
や
課
題
が
必
ず
し
も
的
確
に
捉
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
小
島
君

は
、
そ
う
し
た
盲
点
を
指
摘
し
、
従
来
の
研
究
を
大
き
く
前
進
さ
せ

た
こ
と
は
高
く
評
価
さ
れ
よ
う
。

　

第
二
に
、
長
与
の
衛
生
行
政
構
想
が
内
務
省
の
衛
生
行
政
の
路
線
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に
も
通
底
し
て
お
り
、
衛
生
局
の
行
政
文
化
の
形
成
に
も
寄
与
し
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
明
治
一
五
年
の

山
田
顕
義
内
務
卿
に
よ
る
「
衛
生
ノ
事
タ
ル
医
学
理
学
等
ノ
原
理
ヲ

移
シ
テ
政
務
上
ニ
活
用
ス
ル
ノ
方
法
」
で
あ
る
と
の
指
摘
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
内
務
卿
は
「
医
学
理
学
等
ノ
原
理
」

を
「
政
務
上
」
に
活
用
す
る
た
め
、「
衛
生
ノ
大
意
」
に
通
じ
た
者

を
必
要
と
し
た
。
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、「
衛
生
官
」
を
置
い
て

地
方
の
衛
生
官
吏
を
指
導
し
、「
郡
区
医
」
の
配
置
を
進
め
、「
溝
渠

水
道
家
屋
等
」
を
改
良
し
よ
う
と
い
う
方
針
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
現

場
に
お
い
て
大
き
な
実
力
を
発
揮
す
る
警
察
と
の
調
整
が
必
要
で

あ
っ
た
。
明
治
一
〇
年
代
は
と
り
わ
け
コ
レ
ラ
の
大
流
行
に
よ
り
、

甚
大
な
被
害
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
年
に
よ
っ
て
は
、
コ
レ
ラ
の
猛
威

に
よ
っ
て
一
〇
万
人
以
上
の
死
者
を
出
し
、
交
通
遮
断
や
避
病
院
へ

の
隔
離
の
た
め
警
察
に
よ
る
物
理
的
強
制
力
の
行
使
が
即
効
性
の
点

で
優
っ
て
い
た
。
衛
生
局
と
警
保
局
の
折
衝
よ
り
も
全
体
を
統
括
す

る
内
務
卿
に
よ
る
調
整
が
有
効
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

こ
れ
に
よ
り
長
与
の
構
想
が
「
健
康
保
護
」
事
業
の
推
進
に
帰
結
し

た
と
の
知
見
は
従
前
の
研
究
を
補
い
、
よ
り
発
展
さ
せ
た
も
の
と
し

て
高
く
評
価
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

第
三
に
、
長
与
の
衛
生
行
政
に
お
け
る
後
継
者
と
目
さ
れ
る
後
藤

新
平
と
の
関
係
を
も
視
野
に
入
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
本
論
文
は
こ

の
分
野
の
研
究
を
大
き
く
前
進
さ
せ
て
い
る
。
後
に
長
与
と
同
様
に

内
務
省
衛
生
局
長
に
就
任
す
る
後
藤
も
、
住
民
の
健
康
保
護
の
た
め

に
は
行
政
の
取
り
組
み
が
重
要
と
考
え
同
省
入
り
し
た
。
後
藤
は
入

省
後
、『
衛
生
制
度
論
』
を
著
し
、
そ
の
中
で
「
衛
生
制
度
」
を

「
衛
生
学
ノ
要
求
ス
ル
所
ヲ
実
施
ス
ル
ノ
称
」
と
定
義
し
て
、
長
与

の
い
う
医
学
等
学
術
の
「
政
務
的
運
用
」
と
同
様
の
考
え
方
を
提
示

し
た
。
後
藤
は
「
衛
生
制
度
」
の
方
針
を
決
定
す
る
上
で
、「
学
術

的
審
事
」
の
重
要
性
を
主
張
し
た
。
そ
し
て
そ
の
「
審
事
」
を
牽
引

す
る
役
割
を
医
学
や
衛
生
学
等
の
学
術
に
通
じ
た
「
審
事
者
」
に
期

待
し
た
の
で
あ
る
。
長
与
の
衛
生
行
政
構
想
が
い
か
に
後
藤
に
よ
り

継
承
さ
れ
、
よ
り
精
緻
化
さ
れ
た
か
が
的
確
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

後
藤
の
手
に
な
る
『
国
家
衛
生
原
理
』
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
も

様
々
な
分
野
の
研
究
者
に
よ
り
検
討
、
考
察
さ
れ
て
き
た
が
、『
衛

生
制
度
論
』
の
分
析
は
な
お
不
十
分
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
本

論
文
は
『
衛
生
制
度
論
』
を
当
時
の
衛
生
行
政
を
め
ぐ
る
実
情
を
踏

ま
え
、
長
与
の
構
想
と
の
連
続
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
到
達
点
で
あ
る
伝
染
病
予
防
法
の
制
定
を
視
野
に
入
れ
緻
密
な
分

析
を
加
え
た
こ
と
は
、
十
分
に
高
く
評
価
さ
れ
よ
う
。

　

第
四
に
、
本
論
文
の
後
半
で
は
、
明
治
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代

前
半
に
か
け
て
猖
獗
を
極
め
た
コ
レ
ラ
等
伝
染
病
の
予
防
法
と
し
て
、

衛
生
局
長
の
長
与
が
中
心
と
な
り
ま
と
め
た
四
種
の
「
心
得
書
」
が
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丹
念
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
み
え
て
く
る
長
与
の
提
唱
し

た
「
官
」
と
「
民
」
の
協
調
論
と
そ
の
具
体
化
と
し
て
の
「
衛
生
工

事
」
の
推
進
に
関
す
る
分
析
は
実
に
精
緻
で
あ
り
、
改
め
て
住
民
の

側
に
立
っ
た
長
与
の
行
政
観
が
如
実
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。

ま
さ
に
「
衛
生
工
事
」
は
長
与
の
い
う
「
百
般
衛
生
事
業
ノ
本
体
基

本
」
で
あ
り
、
と
り
わ
け
コ
レ
ラ
の
予
防
に
あ
っ
て
は
「
最
上
良

法
」
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
長
与
の
認
識
は
、
神
田
下
水
や
東
京
の

水
道
整
備
、
さ
ら
に
は
水
道
条
例
に
結
実
し
て
い
っ
た
。
水
道
条
例

の
制
定
に
よ
り
、
地
方
長
官
が
水
道
改
良
事
務
を
所
管
し
、
一
方
で

水
道
を
使
用
す
る
住
民
の
側
か
ら
市
町
村
長
に
「
水
質
水
量
ノ
検

査
」
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
同
条
例
に
基

づ
き
、「
家
屋
内
ノ
給
水
用
具
」
及
び
「
本
支
水
管
」
へ
接
続
す
る

細
管
の
設
置
は
家
主
の
負
担
と
さ
れ
、「
家
屋
内
の
給
水
用
具
」
の

修
繕
も
家
主
が
そ
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ

か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
長
与
が
提
唱
し
た
「
官
」
と
「
民
」
の

協
調
の
重
要
性
が
再
確
認
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
小
島
君
が
注
目
し

た
医
学
等
学
術
の
「
政
務
的
運
用
」
は
、
こ
こ
で
も
「
官
」
と

「
民
」
の
協
調
の
下
に
「
衛
生
工
事
」
の
進
展
と
い
う
形
で
実
現
し

た
。
従
来
の
研
究
が
看
過
し
て
き
た
地
方
か
ら
中
央
へ
の
視
点
や

「
自
治
」
の
理
念
の
観
点
か
ら
、
地
方
側
の
資
料
に
よ
っ
て
実
証
し

た
こ
と
も
大
き
な
成
果
と
い
え
よ
う
。

　

第
五
に
、
本
論
文
全
体
を
通
じ
て
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
良
質
な

一
次
資
料
を
渉
猟
し
適
切
に
整
理
、
分
析
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
公
文
録
」、「
公
文
類
聚
」、「
記
録　

材

料
・
功
程
報
告
・
内
務
省
」
や
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵

「
大
久
保
利
通
文
書
」、「
井
上
馨
関
係
文
書
」、「
三
島
通
庸
関
係
文

書
」、
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
「
虎
列
刺
病
予
防
法
施
行
関
係
文

書
」
な
ど
を
駆
使
し
、
的
確
な
史
料
読
解
の
下
に
学
界
未
知
の
知
見

の
提
示
に
見
事
に
成
功
し
て
い
る
こ
と
を
高
く
評
価
し
た
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
論
文
の
水
準
は
高
く
、
評
価
す
べ
き
点
も
多

い
が
、
以
下
に
記
す
よ
う
な
問
題
点
や
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

第
一
に
、
岩
倉
遣
外
使
節
団
の
随
員
と
し
て
欧
州
で
の
調
査
を
終

え
帰
国
し
た
長
与
が
、
文
部
省
医
務
局
長
と
し
て
関
与
し
た
「
医

制
」
の
取
り
調
べ
に
つ
い
て
の
本
論
文
で
の
取
り
扱
い
方
が
あ
げ
ら

れ
る
。
確
か
に
、「
医
制
」
に
つ
い
て
は
同
君
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

そ
の
起
草
者
を
は
じ
め
多
く
の
不
明
な
点
を
残
し
て
い
る
こ
と
は
ま

ち
が
い
な
い
。「
医
制
」
の
制
定
過
程
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
研
究

者
が
そ
の
解
明
を
め
ざ
し
て
き
た
が
、
依
然
と
し
て
十
分
な
研
究
成

果
が
得
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、「
医
制
」
が
制
定
さ
れ
、
明
治

七
年
八
月
以
降
順
次
施
行
さ
れ
た
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ

り
、
内
務
省
衛
生
局
長
に
転
じ
て
以
降
の
長
与
の
衛
生
行
政
を
規
定

し
て
い
た
こ
と
も
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
制
定
・
施
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行
さ
れ
た
「
医
制
」
が
い
か
に
長
与
の
行
政
活
動
を
規
定
し
、
そ
の

構
想
の
実
現
に
対
し
か
か
わ
っ
た
か
を
も
う
少
し
明
ら
か
に
し
て
お

く
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
行
政
の
実
態
を

踏
ま
え
た
さ
ら
な
る
研
究
の
深
化
を
期
待
し
た
い
。

　

第
二
に
、
長
与
の
衛
生
行
政
構
想
を
考
察
す
る
際
に
避
け
て
通
れ

な
い
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
十
九
年
の
頓
挫
」
で
あ
ろ
う
。
本
論
文
は
、

明
治
二
六
年
の
地
方
官
官
制
の
改
正
に
つ
い
て
は
警
察
行
政
が
衛
生

行
政
に
与
え
た
影
響
に
十
分
に
ふ
れ
て
い
る
が
、
長
与
が
自
伝
の
中

で
「
十
九
年
の
頓
挫
」
と
し
た
明
治
一
九
年
の
出
来
事
に
つ
い
て
は

十
分
に
深
い
考
察
が
加
え
ら
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
明
治
一
九
年
ま

で
に
コ
レ
ラ
は
全
国
各
地
で
猛
威
を
ふ
る
い
、
甚
大
な
被
害
を
も
た

ら
し
た
。
明
治
一
〇
年
、
一
二
年
、
一
五
年
、
一
八
年
、
そ
し
て
一

九
年
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
記
録
的
な
被
害
を
生
み
出
し
、
関
係
当
局

も
対
応
に
追
わ
れ
た
。
発
足
ま
も
な
い
内
務
省
が
所
管
す
る
警
察
行

政
と
衛
生
行
政
の
間
の
役
割
分
担
は
未
だ
不
明
確
で
、
い
わ
ゆ
る

「
衛
生
警
察
」
と
「
自
治
衛
生
」
と
の
間
に
軋
轢
や
混
乱
を
生
じ
る

こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
現
場
に
お
い
て
は
、
即
効
性
に
優
れ
る

「
衛
生
警
察
」
が
物
理
的
強
制
力
を
行
使
し
圧
倒
的
に
先
行
し
て
い

た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、「
自
治
衛
生
」
を
抱
え
る
長

与
傘
下
の
衛
生
局
が
危
惧
し
た
よ
う
に
、
強
権
的
な
警
察
の
対
応
に

コ
レ
ラ
患
者
や
そ
の
家
族
は
辟
易
し
患
者
を
隠
匿
す
る
弊
害
を
生
み

出
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
事
態
の
発
生
に
よ
り
長
与
が
「
自
治
衛

生
」
の
限
界
に
直
面
し
た
こ
と
が
、
自
伝
に
「
十
九
年
の
頓
挫
」
と

記
し
た
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
こ
れ
は
一
面
、
長

与
の
衛
生
行
政
構
想
の
挫
折
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
点
を
い
か
に
捉

え
る
べ
き
か
は
今
後
の
課
題
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
課
題
は
い
ず
れ
も
同
君
の
力
量
を
も
っ

て
す
れ
ば
、
今
後
の
研
鑽
に
よ
り
十
分
に
乗
り
越
え
得
る
と
考
え
ら

れ
、
本
論
文
の
価
値
を
い
さ
さ
か
も
減
じ
る
も
の
で
は
な
い
。

四
　
結
　
論

　

本
論
文
は
、
以
上
の
よ
う
な
課
題
を
残
し
つ
つ
も
、
医
学
等
学
術

の
「
政
務
的
運
用
」
と
い
っ
た
新
た
な
視
点
か
ら
長
与
の
衛
生
行
政

構
想
が
内
務
省
の
衛
生
行
政
に
い
か
に
反
映
さ
れ
、
後
藤
に
よ
り
継

承
さ
れ
て
い
っ
た
か
、
そ
し
て
長
与
の
提
唱
し
た
「
官
」
と
「
民
」

の
協
調
論
が
い
か
に
「
衛
生
工
事
」
と
い
っ
た
実
効
性
の
高
い
衛
生

政
策
に
反
映
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
史
料
価
値
の
高
い
一
次
史
料
を
駆

使
し
て
実
証
的
に
解
明
し
た
研
究
成
果
と
し
て
、
高
く
評
価
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

　

よ
っ
て
、
審
査
員
一
同
は
一
致
し
て
、
本
論
文
が
博
士
（
法
学
）

（
慶
應
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
に
相
応
し
い
と
判
断
し
、

こ
こ
に
報
告
す
る
し
だ
い
で
あ
る
。
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主
査　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　

笠
原　

英
彦

法
学
研
究
科
委
員
・
法
学
博
士　
　
　
　
　
　

副
査　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　

玉
井　
　

清

法
学
研
究
科
委
員
・
法
学
博
士　
　
　
　
　
　

副
査　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　

小
川
原
正
道

法
学
研
究
科
委
員・
博
士（
法
学
）　　
　
　
　
　

副
査　

中
京
大
学
総
合
政
策
学
部
教
授　

桑
原　

英
明

手
塚
崇
聡
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

一
　
は
じ
め
に

　

手
塚
崇
聡
君
よ
り
提
出
さ
れ
た
学
位
請
求
論
文
は
、『
司
法
権
の

国
際
化
と
憲
法
解
釈
―
「
参
照
」
を
支
え
る
理
論
と
そ
の
限
界
』

（
法
律
文
化
社
、
Ａ
5
判
、
二
七
〇
頁
、
二
〇
一
八
年
四
月
三
〇
日

刊
行
）
著
書
（
以
下
、
本
論
文
と
い
う
。）
で
あ
る
。
そ
こ
に
収
録

さ
れ
て
い
る
論
考
は
、
手
塚
君
（
以
下
、
筆
者
と
い
う
。）
が
慶
應

義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
に
入
学
し
て
以
来
、
一
貫
し
て
研
究

対
象
と
し
て
取
り
上
げ
て
追
究
し
て
き
た
、
憲
法
解
釈
に
お
け
る
国

際
法
規
範
の
「
参
照
」
に
関
す
る
研
究
成
果
で
あ
る
。
そ
の
内
容
に

は
、
博
士
課
程
在
学
中
に
『
法
学
政
治
学
論
究
』
に
発
表
し
た
論
文

を
は
じ
め
、
大
学
の
教
員
と
し
て
奉
職
後
に
所
属
大
学
（
椙
山
女
学

園
大
学
及
び
中
京
大
学
）
の
紀
要
に
発
表
し
た
論
文
、
学
会
誌
に
掲

載
し
た
論
文
な
ど
で
著
し
た
成
果
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
本
論
文
は
決
し
て
単
な
る
論
文
集
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
首

尾
一
貫
し
た
問
題
意
識
と
構
想
の
も
と
で
再
構
成
し
て
執
筆
さ
れ
た

単
一
の
論
文
で
あ
る
。


